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【グラウンド脇の通行禁止ゲートについて】 

現在、学内に入構する者のトレイサビリティーを確保するため、東門から入構する方には必ずいちど学生セン

ターを通過していただいています。 

学生におかれてはその際、必ず学生証をシステムにタッチし、原則として検温を行ってください。 

それにも関わらず、学友会活動の参加者を中心に、このゲートを無理やり開く、跨ぐなどして、禁止区間を通

行するケースが見受けられます。 

ゲート  の無断通過を禁止します。 

人工芝グラウンドやアリーナ、35 周年記念館で活動をする学生は、学生センターを通過してから 

左折し、メインストリートを進むか、ゲート手前の入口からグラウンド内を通行してください。 

 

【合宿禁止措置について】 

新型コロナウイルスの感染流行に伴い、学友会においては、昨年 11 月末の段階で当面の間 

「合宿活動の禁止措置」を発表しました。現段階で、この措置に変更はありません。 

例年であれば夏季休暇期間の合宿の企画、打合せに取り組む時期かとは思いますが、合宿の検討、準備は取り

止めてください。 

措置内容に変更があれば、あらためてお知らせします。 

 

【グラウンド脇の通行禁止】【合宿禁止措置】 

この２つの措置は、新型コロナウイルスの感染がまん延、流行する中、学生の皆さんが安全に活動できること

を目的として定められたものです。 

違反行為が判明した場合には、その個人や団体に対して厳正な指導と処分を行います。 

たとえ少数でも違反する個人や団体が出た場合、学友会全体の活動範囲に大きな影響が及びます。 

ルールを守り、安全で楽しい学友会活動を目指しましょう。 

 

以上 


